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年
代
に
よ
る
類
型
の
変
化

お
わ
り
に一

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
古
文
書
に
見
ら
れ
る
類
型
的
表
現
と
古
文
書
の
様
式
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
に
あ
る
。

今
回
は
、
鎌
倉
時
代
の
申
状
の
類
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
類
型
的
表
現
と
文
書
様
式
と
の
関
連
を
見
て
い
き
た
い
。

「
申
状
」
と
は
、
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
「
解
」
の
様
式
を
継
承
す
る
解
状
・
解
文
の
別
称
で
あ
り
、
「
事
柄
を
申
し
上
る
文
書
と
い
う
意

（1）

味
で
申
状
と
も
申
文
と
も
呼
ば
れ
た
」
上
申
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
「
申
状
」
に
は
い
く
つ
か
の
別
称
が
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
文
書
の
書

出
し
・
書
止
め
に
「
言
止
」
と
記
す
と
こ
ろ
か
ら
「
言
上
状
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
の
呼
び
名
の
変
化
は
、
佐
藤
進
一
氏
に
よ
れ
ば
「
解
・



解
状
の
特
徴
で
あ
る
書
出
し
の
『
何
某
解
剖
何
々
事
』
が
単
に
『
何
某
嘲
何
々
事
』
ま
た
は
『
何
某
言
上
何
々
事
』
と
変
わ
り
、
書
止
め
の

「
以
解
（
ま
た
は
謹
解
）
」
が
『
仇
（
依
）
申
刺
蛸
如
レ
件
』
ま
た
は
『
仇
（
依
）
耳
上
l
如
レ
件
』
と
変
わ
っ
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ

る
。
」
と
い
う
（
傍
線
筆
者
）
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
自
己
の
不
都
合
や
不
利
益
を
上
級
機
関
に
訴
え
て
裁
許
を
要
請
す
る
も
の
が
多
く
、
広

く
国
街
・
社
寺
・
荘
園
関
係
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
訴
訟
関
係
の
文
書
で
、
「
訴
人
（
原
告
）
が
朝
廷
・
幕
府
・
本
所
な
ど
の
裁
判
所

に
提
出
す
る
申
状
を
と
く
に
訴
状
と
」
も
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
「
解
状
・
解
文
」
等
の
呼
び
名
か
ら
始
ま
り
、
書
出
し
・
書

止
め
の
文
言
の
語
句
、
ま
た
内
容
の
面
か
ら
時
代
に
よ
っ
て
様
々
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
最
も
広
く

使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
申
状
」
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

申
状
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
歴
史
学
・
古
文
書
学
の
立
場
か
ら
は
、
書
出
し
・
書
止
め
、
署
名
等
の
様
式
の
あ
り
方
や
そ
の
内
容
か
ら
、

当
時
の
共
同
体
の
あ
り
方
や
、
住
民
闘
争
の
視
点
か
ら
「
百
姓
」
「
住
人
」
等
を
作
成
者
と
す
る
「
百
姓
申
状
」
「
住
人
等
解
」
の
成
立
の
経

（2）

緑
を
考
え
る
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
国
語
学
の
立
場
か
ら
申
状
の
文
章
表
現
上
の
特
色
を
検
討
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
裁
許
要
請
を
目
的
と
す
る
申
状
の
裁
許

要
請
文
言
の
類
型
及
び
そ
の
変
化
と
、
書
出
し
・
書
止
め
等
の
様
式
と
そ
れ
ら
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
歴
史
学
・
古
文
書
学
と
国

語
学
の
接
点
を
探
る
さ
さ
や
か
な
試
み
で
あ
る
。

（3）

今
回
は
大
き
く
鎌
倉
時
代
の
傾
向
を
知
る
た
め
に
、
鎌
倉
遺
文
四
十
一
巻
の
う
ち
十
七
巻
2
4
5
件
の
申
状
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
っ
て

い
る
。
但
し
、
他
の
文
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
調
査
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。

二
　
平
安
時
代
の
解
状
・
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型

（4）

平
安
時
代
の
解
状
・
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
に
類
型
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
裁
許
を
請
う
語
句
「
被
裁
許
」
等
が
「
裁
許
や
被
レ
ン
。
」
と
そ
こ
で
終
止
す
る
か
、
或
い
は
「
裁
許
や
被
ル
レ
バ
」
と
な
り
さ
ら

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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に
後
続
す
る
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
分
類
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
例
①
②
の
傍
線
部
は
「
被
裁
定
（
裁
定
や
被
レ
ン
）
」
、
「
欲

（5）

被
下
（
下
サ
被
ン
ト
欲
フ
）
」
と
な
っ
て
、
そ
こ
で
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
、
「
終
止
型
」
と
し
た
。

（
終
止
型
の
例
）

①
到
諸
刃
司
l
J
判
甥
醜
用
例
コ
期
血
盟
当
剥
判
」
畢
勅
封
一（

平
安
遺
文
；
〓
ハ
四
　
官
宣
旨
引
用
土
佐
国
司
解
状
、
嘉
保
三
八
一
〇
九
六
）
年
）

②
望
講
　
院
庁
、

為
二
向
後
一
限
二
永
代
一
可
レ
免
二
除
課
役
一
之
由
、

欲
レ
被
レ
下
二
　
院
庁
御
下
文
一

（
平
安
遺
文
四
〇
一
三
　
後
白
河
院
庁
下
文
案
引
用
熊
野
宮
所
司
解
状
、
養
和
元
八
二
八
D
年
）

一
方
、
次
の
例
③
の
傍
線
部
は
、
裁
許
要
請
部
分
が
接
続
助
詞
「
者
（
バ
）
」
に
よ
っ
て
後
続
句
に
接
続
す
る
場
合
で
あ
る
。
傍
線
部
は
「
件

ノ
寄
人
等
ノ
妨
ヲ
停
止
や
被
ル
レ
バ
」
と
し
て
裁
許
を
要
請
し
、
後
続
句
で
は
、
「
将
二
厳
政
之
貴
キ
ヲ
仰
ギ
、
殊
二
殿
下
一
門
之
寿
福
ヲ
祈

り
奉
ラ
ン
」
と
、
裁
許
が
叶
え
ら
れ
た
場
合
の
文
書
差
出
し
人
側
の
態
度
の
表
明
、
す
な
わ
ち
報
恩
の
意
向
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

裁
許
要
請
以
下
に
後
続
句
の
存
す
る
も
の
を
接
続
型
I
と
し
た
。

（
接
続
型
I
の
例
）

③
望
請
鴻
恩
、

早
道
二
下
御
使
」
被
レ
停
二
止
件
寄
人
等
妨
嘉
、
将
仰
二
厳
政
之
貴
」
殊
奉
レ
祈
二
殿
下
一
門
之
寿
福
一

（
平
安
遺
文
一
七
七
八
　
政
所
下
文
引
用
興
福
寺
所
司
等
解
状
、
天
永
三
八
二
一
二
）
年
）

ま
た
、
接
続
型
で
あ
っ
て
も
、
「
為
（
タ
メ
）
」
に
よ
っ
て
後
続
句
に
接
続
す
る
場
合
、
④
の
傍
線
部
の
よ
う
に
そ
の
後
続
句
が
「
言
上
如
件
」

と
な
る
よ
う
な
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
続
句
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
報
恩
表
現
で
は
な
く
、
「
…
言
上
如
件
」

等
の
よ
う
に
書
き
止
め
文
言
が
連
な
る
場
合
を
接
続
型
H
と
し
た
。

（
接
続
型
H
の
例
）

④
到
圃
」
風
判
l
l
J
男
矧
倒
l
l
刻
到
或
剣
相
見
渕
」
注
二
子
輿
重
以
解



⑤
望
請
　
宮
裁
、

（
平
安
遺
文
一
八
三
八
　
伊
賀
国
黒
田
柚
工
重
解
、
永
久
三
八
二
一
五
）
年
）

倒
耐
倒
矧
弧
剥
謝
蛸
酎
「
剃
‥
嘲
融
謝
判
注
二
子
紙
言
上
如
レ
件
、
以
解

（
平
安
遺
文
二
八
五
五
　
豊
前
国
八
幡
宇
佐
宮
御
装
束
所
検
校
大
神
貞
安
解
、
保
元
元
八
二
五
六
）
年
）

こ
れ
ら
の
型
の
中
で
、
終
止
型
・
接
続
型
I
は
平
安
初
期
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
接
続
型
H
は
平
安
後
期
に
な
っ
て
見
ら
れ
る
。
全
体
の
割

合
は
、
お
よ
そ
終
止
型
‥
接
続
型
I
‥
接
続
型
H
↑
＝
2
‥
7
‥
1
と
な
り
、
最
も
多
い
の
は
接
続
型
I
で
あ
る
。

三
　
鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型

さ
て
、
次
に
鎌
倉
遺
文
所
収
の
申
状
の
う
ち
二
百
四
十
五
通
を
対
象
に
裁
許
要
請
文
言
を
見
て
み
た
い
。

田
裁
許
要
請
文
言
の
表
現
類
型

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
表
現
は
、
や
は
り
平
安
時
代
と
同
様
に
終
止
型
と
接
続
型
と
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
挙
げ
る
。

（
終
止
型
の
例
）

⑥
早
任
＝
宣
下
旨
い
欲
レ
被
レ
止
二
武
士
乱
入
一
兵

⑦
然
者
蒙
二
御
憐
懸
」

取
二
最
略
」
　
以
二
三
分
二

欲
レ
致
二
其
沙
汰
」

（
鎌
倉
遺
文
三
三
四
九
　
興
福
寺
僧
艮
範
申
状
、
元
仁
二
八
一
二
二
五
）
年
）

佃
百
姓
等
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
七
九
四
三
　
紀
伊
荒
河
荘
百
姓
訴
状
、
建
長
七
八
一
二
五
五
）
年
）

⑧
所
詮
、
利
‥
日
l
槻
封
矧
彼
観
嘲
劇
当
感
幻
例
誠
ヨ
判
諷
l
悲
l
咽
」
望
呈
如
レ
件

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て

六
三
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六
四

（
鎌
倉
遺
文
一
三
二
一
七
　
丹
波
宮
田
荘
雑
掌
申
状
案
、
弘
安
元
八
一
二
七
八
）
年
）

（
接
続
型
I
の
例
）

⑨
盟
諭
、
－
嘲
討
謝
儀
馴
到
l
l
捌
慧
矧
討
封
矧
当
画
討
伺
魂
南
側
訂
劃
司
薗
到
一
矧
感
園
誠
司
謝
、
弥
奉
二
祈
　
金
輪
聖
王

玉
鉢
安
穏
之
由
」
且
奉
二
祈
　
国
吏
　
留
守
御
願
円
満
之
旨
」
仇
勤
二
在
状
一
、
以
解

（
鎌
倉
遺
文
五
九
八
　
億
前
金
山
寺
住
僧
等
解
、
建
久
三
八
二
九
二
）
年
）

⑩
司
矧
詔
讐
御
回
虫
l
l
闇
討
叫
倒
渕
御
戯
功
郡
圃
「
瑚
糾
当
喝
∃
期
首
呵
遡
、
将
仰
二
旧
跡
之
貴
」
再
成
二
安
堵
之
思
奏
、
仇
重

言
上
如
レ
件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎌
倉
遺
文
二
〇
二
三
　
伊
賀
北
仙
百
姓
等
解
、
建
暦
三
八
一
二
一
三
）
年
）

⑪
瑠
珂
l
l
l
矧
司
l
l
面
当
期
埼
矧
瑚
l
薗
禦
感
謝
矧
矧
当
州
鍔
元
朝
出
乃
剋
禦
珂
捕
盟
矧
ヨ
叫
判
l
l
地
慧
割
当
者
、
弥
仰
二
　
尊
神
正
直
之
照
竪
」
欲

レ
全
二
妙
清
執
務
之
牢
籠
一
兵
、
仇
勒
二
事
状
一
、
以
解

（
鎌
倉
遺
文
一
四
九
五
九
　
山
城
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
解
、
弘
安
六
八
二
一
八
三
）
年
）

な
お
、
次
の
例
⑫
の
よ
う
に
、
「
御
下
文
」
の
下
に
接
続
助
詞
「
バ
」
に
あ
た
る
「
者
」
字
は
な
い
が
、
文
脈
か
つ
他
の
類
例
か
ら
も
「
バ
」

を
補
っ
て
「
庁
ノ
御
下
文
ヲ
成
シ
下
サ
被
レ
バ
」
と
読
め
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
検
討
の
対
象
に
含
め
て
い
る
。

⑬
望
講
庁
裁
、
任
二
申
請
一
可
レ
為
二
末
寺
一
之
由
、

被
レ
成
二
下
庁
御
下
文
」
将
致
二
年
貫
之
勤
一
兵
、
仇
勒
事
以
、
以
解

（
鎌
倉
遺
文
九
六
七
　
河
内
金
剛
寺
住
僧
等
解
案
、
建
久
九
八
二
九
八
）
年
）

ま
た
、
こ
れ
ら
接
続
型
I
の
後
続
句
に
関
し
て
も
、
平
安
時
代
の
そ
れ
と
大
き
な
差
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
前
代
と
同
じ
く
、

例
⑨
～
⑪
の
よ
う
に
寺
社
関
係
者
の
手
に
な
る
も
の
に
は
、
対
句
の
形
を
と
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
内
容
は
報
恩
の
意
向
で
あ
る
例
が
多
い
。

そ
し
て
、
使
用
さ
れ
て
い
る
語
句
に
つ
い
て
も
、
⑨
「
弥
奉
祈
～
、
且
奉
祈
～
」
⑩
「
将
仰
～
」
⑫
「
弥
仰
～
」
の
よ
う
に
前
代
と
同
様

（6）

の
語
句
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
接
続
型
H
で
は
、
裁
許
要
請
に
関
す
る
語
句
に
前
代
と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
そ
れ
ま
で
余
り
見
ら
れ



フ

な
か
っ
た
例
⑬
⑮
の
よ
う
な
「
経
御
沙
汰
（
御
沙
汰
ヲ
経
）
」
、
ま
た
⑭
の
よ
う
な
「
蒙
御
成
敗
（
御
成
敗
ヲ
豪
ル
）
」
と
い
う
固
定
し
た
表
現
が

頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。

（
接
続
型
H
の
例
）

⑬
早
被
レ
注
レ
召
一
一
対
拝
爽
名
」
可
レ
被
二
礼
定
一
之
由
、

為
レ
被
レ
経
二
御
沙
汰
」
　
革
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
五
四
六
〇
興
福
寺
小
目
代
義
信
申
状
、
延
応
元
八
一
二
三
九
）
年
）

⑭
判
餌
代
封
御

感
蘭
則
包
到
l
l
捌
‥
追
l
ニl
瑚
州
嘲
オ
剖
劇
の
l
l
刹
‥
封
l
封
堵
御
成
敗
輿
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
四
八
五
〇
近
江
伊
香
立
荘
々
官
百
姓
等
申
状
、
弘
安
六
八
一
二
八
三
）
年
）

⑮
然
剖
被
判
崩
討
剥
劉
－
視
‥
与

到
魂
刻
薗
相
良
惑
痢
当
初
出
撃
創
謝
御
研
渕
－
到
討
珂
由
彼

l
地
頭
相
月
－
痢
叫
薗
抑
矧
朝
薗
つ
判
例

行
二
地
頭
代
於
罪
科
」
　
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
二
七
一
〇
八
　
高
野
山
蓮
華
乗
院
学
侶
申
状
案
、
元
応
元
八
三
一
一
九
）
年
）

（7）

こ
れ
ら
の
用
語
は
、
当
時
の
裁
判
制
度
に
関
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
ら
、
単
に
表
現
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
今
後
検
討
を
重
ね
て

い
き
た
い
。

鎌
倉
時
代
の
こ
れ
ら
の
型
の
割
合
は
、
お
よ
そ
終
止
型
‥
接
続
型
I
‥
接
続
型
H
＝
2
‥
5
‥
3
で
あ
る
。
前
代
と
比
較
す
る
と
、
接
続

型
I
が
最
も
多
い
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
割
合
に
お
い
て
、
接
続
型
I
は
7
か
ら
5
へ
と
減
少
し
、
接
続
型
H
は
1
か
ら
3
へ
と
増
加

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

②
裁
許
要
請
文
言
の
書
出
し
「
望
請
」
　
の
有
無
に
つ
い
て

さ
て
、
平
安
時
代
の
裁
許
要
請
文
言
は
、
先
の
例
③
～
⑤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
望
請
」
に
導
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
今
回
対

象
と
し
た
鎌
倉
時
代
の
二
百
四
十
五
通
の
申
状
の
な
か
で
は
「
望
請
」
が
見
ら
れ
る
も
の
に
は
偏
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
「
望
請
」

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
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の
有
無
を
中
心
に
、
鎌
倉
時
代
の
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
望
請
」
の
有
無
と
Ⅲ
で
見
た
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
と
の
関
連
を
見
る
と
、
次
の
表
l
の
よ
う
に
な
る
。

表
1

計

望
遠

望
遠日百 日百

ナ ア
シ ＝

ノ

44 93 5
終

止
型

％001 188 ％311

611 64 07

接
続

001 793 306 型

I

07 07 0

接
続

001 001 0 塑

H

51 21 3
そ

の
他001 008 002

こ
の
表
か
ら
、
そ
の
他
を
除
く
各
類
型
の
「
望
請
ア
リ
」
と
「
望
請
ナ
シ
」
の
割
合
を
比
較
す
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

①
接
続
型
I
は
「
望
請
ア
リ
」
　
に
偏
る
。

②
一
方
終
止
型
と
接
続
型
H
は
「
望
請
ナ
シ
」
　
に
偏
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
接
続
型
I
は
「
望
講
」
を
含
ん
だ
形
で
の
固
定
度
が
高
く
、
類
型
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

『
雑
筆
要
集
』
　
の
「
解
状
」
の
雛
型
　
（
後
掲
）
　
に
は
「
望
請
」
を
含
ん
だ
形
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
②
に
つ
い
て
は
「
望
請
」
を
用
い
な
い
形
で
類
型
化
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
書
出
し
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



㈲
「
望
請
ナ
シ
」
の
裁
許
要
請
文
言
の
書
出
し

「
望
請
」
の
見
ら
れ
な
い
終
止
型
・
接
続
型
H
及
び
接
続
型
I
の
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
裁
許
要
請
文
言
の
書
き
出
し
を
見
て
い
く
と
、

回
「
望
請
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
（
文
言
の
型
は
「
望
請
ア
リ
」
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
）
と
、
㈲
「
望
請
」
に
代
わ
っ
て
他
の
語
が

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
る
。

回
「
望
請
」
の
省
略

「
望
請
」
が
あ
る
例
は
、
先
に
掲
げ
た
例
（
⑨
～
⑬
）
か
ら
も
わ
か
る
が
、
次
の
例
の
よ
う
に
「
望
請
（
○
○
裁
）
、
～
ニ
任
セ
～
セ
被
レ
バ
／

蒙
ラ
バ
、
将
ニ
／
弥
（
イ
ヨ
イ
ヨ
）
～
セ
ン
」
と
い
っ
た
類
型
が
認
め
ら
れ
る
。
以
下
の
⑱
～
⑩
の
例
は
、
「
望
請
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
だ

け
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
「
望
請
」
の
あ
る
べ
き
部
分
を
＊
＊
で
示
す
。

（間）

⑯
＊
＊
早
且
被
レ
停
二
止
件
墾
輿
且
召
二
上
彼
輩
於
政
所
J
被
レ
門
二
注
理
非
J
蒙
二
裁
許
考
弥
仰
二
敬
神
之
礼
奏
、
佃
勒
状
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
九
四
七
　
鴨
御
祖
社
司
申
状
、
建
久
八
八
二
九
七
〉
年
）

⑰
＊
＊
壱
所
ハ
　
且
任
二
師
跡
」
且
依
レ
為
二
常
住
不
退
之
住
僧
完
二
他
妨
一
可
レ
令
二
領
知
一
之
由
、
蒙
二
御
裁
許
考
弥
励
二
常
住
勇
這
レ

継
二
古
跡
奏
、
仇
粗
勤
事
状
、
言
上
如
レ
件
、
以
解

（
鎌
倉
遺
文
九
五
八
　
僧
源
慶
解
案
、
建
久
八
八
二
九
七
〉
年
）

⑱
＊
＊
早
任
二
旧
例
」
被
レ
停
二
止
神
大
非
分
之
課
役
一
者
、
住
二
安
堵
之
思
い
弥
欲
レ
励
二
昼
夜
之
精
勤
奏

（
鎌
倉
遺
文
二
U
三
五
五
　
大
和
春
日
社
押
入
等
申
状
、
文
永
六
〈
一
二
六
九
〉
年
）

（
施
カ
）

⑲
＊
＊
早
可
レ
被
レ
懲
二
山
門
過
分
之
狼
戻
一
画
海
内
誰
不
レ
仰
二
憲
政
」
遠
可
レ
被
レ
絶
専
門
之
興
隆
之
仁
徳
一
哉
、
早
蒙
二
許
否
之
貴
命
這
レ

存
二
一
寺
之
生
涯
」
子
細
所
レ
令
二
言
上
屯

（
鎌
倉
遺
文
二
七
〇
一
二
　
近
江
園
城
寺
学
頭
宿
老
等
申
状
、
文
保
三
〈
三
二
九
〉
年
）

㈲
他
の
語
の
使
用

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
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0
「
所
詮
」
　
の
使
用

「
望
講
」
の
見
ら
れ
な
い
例
の
中
で
、
代
わ
っ
て
最
も
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
「
所
詮
」
で
あ
る
。

例
を
挙
げ
る
。

⑳
酬
謝
者
、
被
レ
遂
こ
御
宝
殿
造
営
」
可
レ
被
レ
勘
二
合
立
用
田
乏
由
、
被
二
　
宣
下
一
者
、
奉
レ
耀
二
御
神
威
」
慰
こ
所
司
神
官
等
愁
嘆
一
兵

（
鎌
倉
遺
文
七
二
七
　
新
田
八
幡
宮
所
司
等
申
状
、
建
久
五
八
二
九
四
）
年
）

㊧
耐
謝
、
早
被
レ
停
l
h
範
継
妻
女
非
分
押
領
」
至
二
氏
女
一
者
、
且
依
二
重
代
相
伝
之
道
理
」
且
任
二
御
教
書
井
御
下
知
等
旨
い
欲
二
蒙
御
成
敗
一

（
鎌
倉
遺
文
一
〇
六
三
一
藤
原
氏
女
中
状
案
、
文
永
七
八
一
二
七
〇
）
年
）

こ
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
次
の
⑳
の
仮
名
書
き
例
の
よ
う
に
「
セ
ン
ズ
ル
ト
コ
ロ
」
と
読
む
か
、
或
い
は
色
葉
芋
類
抄
等
の
古
辞
書
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
「
シ
ヨ
セ
ン
」
と
読
む
か
は
、
今
後
検
討
を
重
ね
た
い
。

⑳
数
ケ
度
厳
蜜
の
御
教
書
を
下
さ
る
と
い
へ
と
も
、
む
な
し
く
月
日
を
～
く
り
候
こ
よ
り
て
、
せ
ん
す
る
と
こ
ろ
申
す
べ
き
子
細
な
く
ハ
、

有
－
（
家
）
　
か
訴
状
を
返
進
す
へ
き
む
ね
、
再
三
お
ほ
せ
下
さ
る
1
日
ハ

（
鎌
倉
遺
文
二
一
九
六
〇
　
小
槻
有
家
申
状
案
、
建
治
三
　
八
二
一
七
七
）
年
）

㈲
そ
の
他
の
語
の
使
用

「
所
詮
」
以
外
に
は
、
次
の
よ
う
な
語
句
が
裁
許
要
請
の
文
言
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
所
詮
」
に
次
い
で
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
例

⑳
～
⑳
の
よ
う
な
「
然
（
シ
カ
レ
バ
）
」
の
類
で
あ
り
、
次
い
で
例
⑳
～
◎
の
よ
う
な
「
～
上
者
（
～
ウ
ヘ
ハ
）
」
で
あ
る
。

「
然
者
」
　
（
シ
カ
レ
バ
）

⑳
困
却
任
二
此
例
」
除
二
彼
寺
用
米
分
田
乏
外
、
押
領
公
田
等
可
二
国
領
乏
由
、
欲
レ
被
二
宣
下
奏
、
仇
勤
二
子
細
一
言
上
如
レ
件
。

（
鎌
倉
遺
文
一
一
九
一
伊
賀
国
在
庁
官
人
解
案
、
建
仁
元
八
一
二
〇
一
）
年
）

⑳
倒
却
蒙
二
御
憐
慾
」
取
二
最
暗
い
以
二
三
分
二
欲
レ
致
二
其
沙
汰
」
仇
百
姓
等
粗
言
上
如
レ
件



（
鎌
倉
遺
文
七
九
四
三
　
紀
伊
荒
河
荘
百
姓
訴
状
、
建
長
七
八
一
二
五
五
）
年
）

「
然
」
　
（
シ
カ
レ
バ
）

⑳
矧
早
被
レ
降
二
奉
免
之
国
裁
」
修
l
畠
侵
損
之
堂
宇
」
弥
勤
二
行
不
退
之
仏
事
」
為
レ
奉
レ
祈
二
安
全
之
聖
詐
」
大
賢
立
二
新
券
」
以
解

（
鎌
倉
遺
文
三
一
七
三
　
僧
大
賢
解
、
貞
応
二
八
一
二
二
三
）
年
）

⑳
錦
早
止
二
新
儀
対
拝
」
礼
二
返
両
年
年
貢
・
納
米
」
任
二
次
□
口
伝
之
理
」
依
l
毎
来
旧
領
之
実
」
隆
有
穏
可
レ
令
レ
進
二
退
領
掌
乏
由
、
為
レ

（
第
相
カ
）

被
二
裁
下
」
勒
二
在
状
」
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
二
七
四
二
　
大
中
臣
隆
有
申
状
、
建
治
三
八
一
二
七
七
）
年
）

「
然
則
」
　
（
シ
カ
レ
バ
ス
ナ
ハ
チ
）

⑳
珊
瑚
任
l
l
先
例
」
召
二
付
功
人
」
為
レ
被
レ
致
二
御
修
理
合
期
之
勤
」
勒
レ
状
相
副
言
上
如
レ
件
、
以
解

（
鎌
倉
遺
文
五
七
四
一
大
神
宮
司
解
、
仁
治
二
八
一
二
四
D
年
）

⑳
璃
則
、
早
業
三
下
御
使
」
責
＝
弁
追
年
抑
留
之
所
当
・
雑
公
事
等
」
為
レ
致
二
神
役
公
役
令
期
之
勤
」
言
上
如
レ
件

（
合
力
）

（
鎌
倉
遺
文
一
九
五
一
八
　
大
神
部
重
成
申
状
、
永
仁
五
八
一
二
九
七
）
年
）

「
然
上
者
」
　
（
シ
カ
ル
ウ
ヘ
ハ
）

⑳
熱
血
朝
、
被
レ
停
二
止
非
分
押
領
」
任
二
相
伝
道
理
」
如
レ
本
可
レ
令
二
進
退
乏
旨
、
為
レ
蒙
二
御
成
敗
」
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
七
三
九
八
　
左
衛
門
尉
忠
盛
申
状
、
正
応
三
八
一
二
九
〇
）
年
）

「
此
上
者
」
　
（
コ
ノ
ウ
へ
ハ
）

㊥
此
上
朝
、
早
任
二
語
文
道
理
」
為
レ
蒙
＝
御
成
敗
」
謹
言
上
知
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
七
八
六
四
　
某
申
状
、
正
応
五
八
一
二
九
二
）
年
）

「
～
之
上
者
」
　
（
～
ノ
ウ
へ
ハ
）

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
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七
〇

⑪
弥
増
二
嚇
≧
之
色
一
刻
上
割
、
任
二
傍
例
」
不
レ
日
被
レ
注
二
進
武
家
料
t
l
悪
党
人
一
者
、
召
＝
出
其
身
」
被
レ
処
二
重
輿
於
二
扶
持
同
心
撃
者
、

任
下
被
二
定
置
l
旨
い
欲
レ
被
レ
行
二
所
当
罪
科
一
兵

（
鎌
倉
遺
文
一
七
九
四
四
　
紀
伊
金
剛
峯
寺
衆
徒
申
状
、
正
応
五
八
一
二
九
二
）
年
）

「
仇
」
　
（
ヨ
ツ
テ
）

⑳
倒
且
任
＝
道
理
」
且
守
二
代
≧
御
教
書
之
旨
」
欲
レ
蒙
二
慈
恩
之
御
成
敗
」
併
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
〇
五
〇
八
　
近
江
伊
香
立
荘
官
百
姓
等
申
状
案
、
文
永
六
八
一
二
六
九
）
年
）

他
に
「
就
者
（
ツ
イ
テ
ハ
）
」
「
以
愛
（
コ
コ
ヲ
モ
ッ
テ
）
」
が
一
例
ず
つ
み
ら
れ
る
。

以
上
が
、
「
望
請
」
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
の
裁
許
要
請
文
言
を
導
く
語
句
で
あ
る
。

四
　
年
代
に
よ
る
類
型
の
変
化

鎌
倉
時
代
後
期
の
『
沙
汰
未
練
書
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
訴
状
」
の
文
例
に
は
、
「
望
講
」
の
な
い
形
の
裁
許
要
請
の
文
言
が
見
ら
れ
る
。

（8）

『
沙
汰
未
練
書
』
は
、
「
鎌
倉
幕
府
で
用
い
ら
れ
た
基
本
的
な
法
律
用
語
を
簡
明
に
解
釈
説
明
し
て
、
訴
訟
文
書
の
文
例
を
挙
げ
た
法
律
書
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
裁
許
要
請
文
言
で
あ
る
部
分
（
傍
線
部
）
　
に
は
「
望
請
」
が
な
く
、
「
早
」
字
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

一
本
解
状
書
様
事

何
国
何
所
地
頭
某
代
某
謹
言
上
。

欲
下
早
任
二
傍
例
バ
急
速
被
上
レ
経
二
御
沙
汰
バ
同
国
ト
モ
。
何
所
ト
モ
。
某
人
令
二
押
領
一
所
領
田
島
等
罪
科
難
レ
遁
候
子
細
事
。

副
進
。

一
適
　
者
文
等
案
。



右
領
田
島
等
者
。
某
重
代
相
伝
之
地
也
。
而
某
入
洛
令
二
押
学
條
。
無
レ
謂
之
次
第
也
。
倒
閣
り
矧
訂
』
到
「
被
レ
礼
二
明
真
偽
パ
任

」
耐
倒
過
魂
周
l
l
剃
‥
蘭
」
剥
1
副
甥
剣
。
依
粗
言
上
如
レ
件
。
　
　
　
　
　
　
　
（
本
文
は
『
続
群
書
類
従
』
武
家
部
に
よ
る
。
）

同
様
の
模
範
文
例
集
で
あ
る
鎌
倉
時
代
初
期
の
『
雑
筆
要
集
』
の
雛
型
に
は
「
望
請
」
が
見
ら
れ
る
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
本
書
で
は
「
望

請
」
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
相
違
か
ら
、
「
望
請
」
の
有
無
は
年
代
に
よ
る
類
型
の
変
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
で
き
る
。

ま
た
、
仮
に
変
化
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
申
状
の
他
の
部
分
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈲
「
望
請
ア
リ
」
か
ら
「
望
話
ナ
シ
」
　
へ

そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
望
請
」
の
有
無
に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
開
幕
か
ら
十
年
毎
に
年
代
を
区
切
っ
て
見
て
み
る
と
次
の
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

計

望

請
ナ

望
請

ァ 年

表

2

シ ＝
ノ

代

71 4 31 2911

邪001 5忠 早567 0021～

41 5 9 1021

001 753 346 0121～

9 2 7 1121

001 222 877 0221～

51 2 31 1221

001 33 768 0321～

5 2 3 1321

001 004 006 0421～

3 2 1 1421

001 666 333 0521～

41 5 9 1521

001 753 346 0621～

41 21 2 1621

001 758 341 0721～

22 91 3 1721

001 468 631 0821～

7 5 2 1821

001 417 6002 0921～

43 03 4 1921

001 288 811 0031～

51 31 2 1031

001 7仁U8 331 0131～

63 33 3 1131

001 719 381 0231～

02 51 5 1231

001 057 052 0331～

02 61 4 1331

0011 008 002 4331～

542 461 18 計

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

こ
の
表
を
見
る
と
、
一
二
六
一
～
一
二
七
〇
年
の
頃
を
境
と
し
て
「
望
講
」
の
出
現
す
る
割
合
が
大
幅
に
減
少
す
る
。
「
望
請
」
の
省
略
さ

れ
て
い
る
も
の
の
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
は
「
望
講
」
を
冠
し
た
裁
許
要
請
文
言

で
あ
っ
た
も
の
が
、
鎌
倉
中
期
以
降
「
望
請
」
の
見
ら
れ
な
い
型
へ
と
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
具
体
的
な
表
は
割
愛
す
る
が
、
「
望
請
」
に
代
わ
っ
て
「
所
詮
」
等
の
別
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
時
期
も
、
「
望
請
」
の
減
少
時
期

と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

②
裁
許
要
請
文
言
自
体
の
変
化
－
接
続
型
I
か
ら
接
続
型
Ⅱ
へ
ー

ま
た
、
「
望
請
」
に
導
か
れ
る
裁
許
要
請
の
文
言
自
体
に
も
、
年
代
に
よ
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

先
に
、
例
①
「
被
裁
定
」
や
例
②
「
欲
被
下
院
庁
下
文
」
の
よ
う
に
そ
れ
だ
け
で
お
わ
る
終
止
型
と
、
例
③
～
⑤
の
よ
う
に
そ
れ
に
続
け

て
さ
ら
に
後
続
の
句
が
見
ら
れ
る
接
続
型
に
分
か
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
例
③
～
⑤
は
さ
ら
に
後
続
句
に
続
く
形
に
よ
っ
て
、
接

続
型
I
「
～
セ
ラ
ル
レ
バ
」
と
な
る
も
の
（
③
）
と
接
続
型
H
「
～
セ
ラ
レ
ン
ガ
為
ニ
」
と
な
る
も
の
（
④
⑤
）
と
に
大
き
く
別
れ
る
こ
と
も

述
べ
た
。

こ
の
接
続
型
I
・
H
に
関
し
て
、
先
と
同
様
に
年
代
別
の
割
合
を
見
た
の
が
次
頁
の
表
3
で
あ
る
。

こ
の
表
を
見
る
と
、
二
一
六
一
～
〓
石
○
年
の
頃
を
境
に
、
そ
れ
ま
で
裁
許
要
請
文
言
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
接
続
型
I
が
そ
の

割
合
を
減
少
さ
せ
、
代
わ
っ
て
次
の
例
⑬
～
⑳
の
よ
う
な
接
続
型
H
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑳
所
詮
、
坤
等
風
刺
渕
嫡
月
謝
矧
つ
朝
出
当
惑
惑
痢
封
側
刹
コ
盟
判
J
到
謝
慧
矧
矧
輿
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
二
七
九
一
鳥
羽
国
茂
申
状
案
、
建
治
三
八
一
二
七
七
）
年
）

⑭
司
割
判
」
烈
謝
崩
帯
謝
当
細
山
当
割
判
l
l
謝
り
刷
禦
側
刊
」
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
一
二
八
〇
七
　
周
防
国
庁
神
事
雑
掌
人
等
申
状
、
建
治
三
八
一
二
七
七
）
年
）



計
そ

の
他

型続接

終

止
型

年

代

I
＋TlTl

TlTl
「
～

セ
ン
ガ

為

」

I「
～

セ
被

ル

レ
バ
」

71 1 51 1 2911

狛001 95 288 矧95 0021～

14

100

14
100

0 0

1

1

2

0

1

1 2

～

09

01

09

01

0 0

2

1

2

1

1

12

～

51 41 1 1221

001 339 76 0321～

5 2 2 1 1321

001 004 004 002 0421～

3 2 1 1421

001 666 333 0521～

41 1 8 5 1521

001 17 175 753 0621～

41 11 3 1621

001 687 412 0721～

22 1 7 7 7 1721

001 54 813 813 813 0821～

7 3 2 1 1821

ハU01 924 682 341 0921～

43 2 41 01 8 1921

001 ∩フ5 214 492 532 0031～

51 2 4 5 4 1031

001 331 762 333 762 1031～

63 2 3り
ム

5 6 1131

001 65 936 931 761 0231～

02 01 6 4 1231

001 005 003 002 0331～

02 3 4 6 5 2 1331

001 051 002 003 052 001 4331～

542 7 8 07 611 44 計

⑳
可
然
者
、
剖
披
l
魂
融
l
諷
憩
l
団
痢
日
割
田
山
l
l
到
謝
り
御
御
矧
興
恐
く
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
二
二
三
〇
六
　
若
狭
太
良
荘
百
姓
申
状
、
嘉
元
三
八
三
一
〇
五
）
年
）

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

⑳
所
詮
、
任
二
傍
例
」
　
賜
二
御
注
進
」
為
レ
仰
二
上
裁
」
　
粗
言
上
如
レ
件

（
鎌
倉
遺
文
二
四
三
六
〇
　
東
大
寺
関
所
雑
掌
珍
賢
申
状
案
、
応
長
元
八
一
三
二
）
年
）

接
続
型
I
と
H
が
同
時
に
認
め
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

⑳
萄
」
彗
矧
御
刊
矧
可
コ
呵
討
画
商
淵
矧
咄
圏
域
「
堺
誠
闇
崩
感
謝
「
魂
引
当
劉
矧
到
到
川
轡
利
剣
仙
捌
明
細
到
惑
叫
、
弥
仰
二
憲
法

（
鎌
倉
遺
文
六
二
三
　
大
隅
正
八
幡
宮
神
官
等
解
、
建
久
三
八
二
九
二
）
年
）

貴
」
　
為
レ
致
二
神
事
忠
勤
」
勤
レ
状
言
上
如
レ
件

③
「
事
書
き
」
に
お
け
る
「
請
」
字
の
減
少

さ
ら
に
、
申
状
に
は
、
書
き
出
し
と
本
文
と
の
間
に
「
事
書
き
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
あ
り
、
そ
の
文
書
の
本
文
の
要
旨
を
略
記
し
た
部

分
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
用
字
上
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
の
、
『
雑
筆
要
集
』
の
「
解
状
」
の
例
で
示
す
と
、
次
の
傍
線
部

が
「
事
書
き
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
あ
る
。

官
位
姓
名
解
　
申
進
申
文
事

［
l
h
隊
敗
レ
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

請
被
特
蒙
二
　
鴻
恩
一
任
二
解
状
旨
一
載
定
ム
申
愁
状
。

右
謹
検
案
内
。
ム
申
事
極
愁
也
。
望
請
　
鴻
恩
。
早
任
二
道
埋
り
将
レ
被
レ
許
。
仇
勤
二
仕
状
ペ
以
解
。

年
号

官
位
姓
名
上

某
御
庄
住
人
姓
ム
解
。
申
請
本
家
政
所
裁
事

謝
魂
H
魂
同
二
先
例
姦
許
上
ム
申
子
細
割



副
進
讃
文
等
。

右
ム
謹
孝
二
旧
貫
パ
ム
申
愁
中
大
愁
也
。
望
請
早
垂
二
慈
恩
垂
裁
免
考
将
伸
二
憲
法
之
不
窯
弥
二
念
宮
仕
之
有
勇
奏
。
以
解
。

年
号
ム
月
ム
日

（
本
文
は
『
続
群
書
類
従
』
公
事
部
に
よ
る
。
）

こ
こ
に
使
用
さ
れ
る
「
請
」
字
も
、
先
の
「
望
請
」
の
減
少
と
軌
を
一
に
し
て
減
少
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
か
わ
り
に
「
欲
」
字
が

増
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
事
書
き
冒
頭
の
「
請
」
字
の
使
用
割
合
を
年
代
別
に
見
た
の
が
、
次
頁
の
表
4
で
あ
る
。

例
を
掲
げ
る
。

「
請
」
　
の
例

⑱
詞
被
三
特
蒙
二
　
恩
慈
」
任
二
文
書
道
理
」
裁
t
諌
備
後
国
大
田
庄
加
納
享
細
事

（
鎌
倉
遺
文
七
六
三
　
金
剛
峯
寺
僧
徒
等
解
案
　
建
久
五
八
二
九
四
）
年
）

⑳
謝
被
下
殊
蒙
二
　
天
恩
」
因
二
准
先
例
傍
例
」
免
中
除
造
内
裏
課
役
上
状

（
鎌
倉
遺
文
一
四
七
〇
　
金
剛
峯
寺
所
司
等
申
文
　
元
久
元
八
一
二
〇
四
）
年
）

㊥
詞
殊
蒙
二
御
哀
憐
」
可
等
二
附
免
田
於
当
御
庄
内
阿
弥
陀
院
仏
聖
料
輿
被
レ
成
二
下
庁
御
下
文
一
子
細
状

（
鎌
倉
遺
文
八
三
八
六
　
日
槍
是
光
解
　
正
元
元
八
一
二
五
九
）
年
）

◎
詞
殊
蒙
二
　
天
恩
」
且
任
二
三
時
弘
経
次
第
」
且
依
二
後
五
百
歳
金
言
∵
水
停
二
止
爾
前
述
門
J
被
レ
尊
二
敬
法
華
本
門
享
紙
状

（
鎌
倉
遺
文
二
九
九
五
四
　
日
興
申
状
　
嘉
暦
二
八
一
三
二
七
）
年
）

「
欲
」
　
の
例

⑫
酬
且
任
＝
先
例
一
被
二
停
止
」
且
召
l
l
上
其
身
」
被
レ
間
二
注
理
非
」
為
宇
治
庫
取
等
関
塞
当
社
領
網
代
面
狼
籍
子
細
事

（
鎌
倉
遺
文
九
四
七
　
鴨
御
祖
社
司
申
状
　
建
久
八
八
二
九
七
）
年
）

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

計
事
書

ナ

ウ

事書アリ

年全欠 な 欠 そ
の
他

言 請
欲

．

道体損 し 字 上 欲 目‾ロ 代

品

1⊥
1 1 1

％4

4

1

．
2O

u

0

0

2

2

9

1

u

、

1 4
100

1 1 1
61

．

1

87

0

1

1

2

0

1

12

～

09
01

2 1 76
6
．

6

0

2

1

2

121

↓

1 5

100
2 3 1 0

09
0
．

6

0

3

1

2

2

1

12

～

05
01

2
03

0
．

6

0

4

1

2

3

1

12

～

03
01 1

72
6
．

6

0

5

1

2

4

1

12

～

14

100
3 1

32

4
．

1

18

7
．

5

0

6

1

2

5

1

12

～

14
100

1 1
＝

リ

8

7
．

5

64

8
，

2

0

7

1

2

6

1

12

～

22
100

4 3 2 50

．

1
54

63
3
．

1

0

8

1

2

7

1

12

～

07
01

45
L7

62
8
．

2

0

9

1

2

8

1

12

～

34
100

1 2 4 2
72

．

2

46

83

．
8

0

0

1

3

9

1

1 2

～

15

100
1 02

．

1
08

32
3
．

1

0

1

1

3

0

1

1 3

～

36

100
3 2 6 1 1

60

．

2

55

33

．
0
0

0

2

1

3

1

1

1 3

～

20
1 00

3 3 2 00

．

1
05

02
0
．

1

0

3

1

3

2

1

13

～

2 0

1 00
3 1 01

．

1
55

05

5
．

2

4

3

1

3

3

1

13

～

542 41 02 81 4 5 2 1 401 77 計



⑬
欲
l
三
早
蒙
二
御
成
敗
料
頭
若
狭
四
郎
入
道
定
蓮
僅
々
非
法
無
レ
謂
子
細
事

（
鎌
倉
遺
文
一
二
九
五
八
　
若
狭
太
良
荘
雑
掌
中
状
　
建
治
三
八
一
二
七
七
）
年
）

㊥
硯
レ
被
二
早
如
元
軋
返
」
同
国
太
良
御
庄
内
末
武
名
、
為
二
同
御
家
人
脇
袋
兵
衛
尉
範
継
妻
女
」
無
レ
故
被
二
押
領
」
無
レ
謂
子
細
状

（
鎌
倉
遺
文
一
〇
六
三
一
藤
原
氏
女
中
状
案
　
文
永
七
八
一
二
七
〇
）
年
）

⑮
副
殊
披
l
l
経
厳
密
御
沙
汰
彿
二
停
止
」
伊
香
立
庄
民
等
濫
吹
悪
行
子
細
事

（
鎌
倉
遺
文
二
七
一
八
七
　
近
江
蔦
川
常
住
井
住
人
等
申
状
案
　
元
応
元
八
一
三
一
九
）
年
）

表
4
か
ら
、
一
二
六
一
～
一
二
七
〇
年
の
頃
を
境
と
し
て
、
事
書
き
に
使
用
さ
れ
て
い
た
「
請
」
字
の
割
合
に
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ま
で
調
査
対
象
の
半
数
以
上
に
見
ら
れ
た
「
請
」
字
は
大
き
く
減
少
し
、
全
体
の
約
四
分
の
一
以
下
に
し
か
現
わ

れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
る
の
が
「
欲
」
字
で
あ
る
。
「
欲
」
字
は
「
講
」
字
と
交
替
す
る
よ
う
に
、

こ
の
頃
か
ら
申
状
の
半
数
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
現
在
の
と
こ
ろ
1
例
で
あ
る
が
、
「
請
」
「
欲
」
同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
二
四
二
（
仁
治
三
）
年
の
例
も
存
す
る
。

⑯
安
芸
国
安
摩
御
庄
内
衣
田
嶋
庄
官
百
姓
等
謹
解
　
申
請
中
文
事

諭
特
刺
下
蒙
任
二
解
状
旨
彿
裁
定
P
衣
田
嶋
小
公
文
紀
為
宗
伊
津
岐
嶋
御
神
領
住
人
、
被
二
敦
軍
無
レ
術
子
細
状
、

（中略）

右
、
検
二
事
情
」
　
（
中
略
）
然
者
、
云
二
牒
状
去
二
返
牒
一
、
有
二
御
推
挙
、
欲
レ
蒙
こ
御
裁
軍
、
仰
望
講
如
レ
件

仁
治
三
年
三
月
十
二
日
　
　
　
　
衣
田
嶋

（
鎌
倉
遺
文
六
〇
〇
一
安
芸
安
摩
荘
衣
田
嶋
百
姓
解
　
仁
治
三
八
一
二
四
二
）
年
）

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
書
き
の
「
請
」
字
の
減
少
も
、
Ⅲ
の
裁
許
要
請
文
言
の
「
望
請
」
の
減
少
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
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㈲
書
出
し
・
書
止
め
文
言
と
の
関
係

で
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
裁
許
要
請
文
言
や
事
書
き
部
分
の
、
類
型
及
び
年
代
に
よ
る
そ
の
変
化
は
文
書
の
様
式
と
関
係
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
今
回
は
、
書
出
し
・
書
止
め
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

書
出
し
が
「
解
」
で
始
ま
る
も
の
は
書
止
め
も
「
以
解
」
と
な
り
、
両
者
が
対
応
す
る
こ
と
は
公
式
令
の
解
の
規
定
に
も
書
か
れ
て
お
り
、

『
雑
筆
要
集
』
の
例
で
も
そ
の
よ
う
な
対
応
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
表
5
で
そ
の
書
出
し
・
書
止
め
文
言
の
対
応
を
年
代
ご
と
に
見
、

そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
変
化
が
、
こ
れ
ま
で
の
Ⅲ
「
望
請
」
の
有
無
や
拗
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
、
㈲
事
書
き
部
分
の
「
請
」
字
の
使
用
の
変

表
5言

上
解

書
出
し 年

代
ナ 言日日

‘タ 解
ナ そ

の
吉日＝

′貯
ハ 解

雷
止

シ 上件 シ 他 上件 め

0
1

1 0 0
9 2911

95 狛925 0021～

1 1 1
96

2
．

4

0

1

1

2

0

1

12

～

1 1
65

5
．

5

0

2

1

2

1

1

12

～

1
03

0
．

2

0

3

1

2

2

1

12

～

1
1

2 1321

002 004 0421～

1
72

6
．

6

0

5

1

2

4

1

12

～

3
1 1

5 1521

412 753 0621～

2 96
2
．

4
1 1

0

7

1

2

6

1

1 2

～

1（欠
か
）

01
1

2 1721

554 1∩コ 0821～

31
14
．

2
0

9

1

2

8

1

1 2

～

12 3 1921

8005 800 0031～

5 4 1031

333 762 0131～

22
1

1 1131

』16 82 0231～

7 1
1 1231

053 05 0331～

9 1 1331

054 05 4331～

49 75 計



計

書
出

し

ナ

シ

書

出

し

欠
損

そ
の
他

誠

憧

誠

恐
謹
言

申

そ
の
他

善
口
上

如

件
解

そ
の
他

誠
憶

誠

恐

謹

言

‾言
上

如

件
ナ

シ

そ
の
他

言

上

如

件
解

品

1
1 1 1 2 1

14
100

1 1 3

09

01
1 1

15

100

1（1
解
）

3 1 5 1

05
01

1

03
01

14
100

3 1

1 4

1 00
1 1 1

22

100
1 3 1 1 2 2

07
01

1 1 2 2

34
100

1 3 1 1 3 3

1 5
100

1 1 4 4

36

100
3 3 1 1 1 1 2 2

20
100

1 3 1 1 1 1 2 2

20

100
2 2 5 1 1

542 01 12 61 42 32

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て

七
九
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化
と
関
係
が
あ
る
か
否
か
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
表
中
の
書
出
し
・
書
止
め
は
「
謹
解
」
「
謹
以
解
」
等
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
一
括

し
て
「
解
」
　
に
代
表
さ
せ
て
い
る
。

表
5
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
書
出
し
」
－
「
書
止
め
」
　
の
対
応
が
、
「
解
」
－
「
解
」
　
の
も
の
と
「
言
上
」
－
「
言
上
如
件
」
と
な
る
組

み
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
る
。
両
者
が
対
応
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
年
代
ご
と
の
割
合
（
％
）
を
見
る
と
、
こ
こ
で
も
や
は
り
一
二
六
一
～
一

二
七
〇
年
の
頃
を
境
と
し
て
そ
の
勢
力
関
係
が
入
れ
替
わ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
「
解
」
－
「
解
」
が
優
勢
で
あ
っ
た
も
の
が
、

「
言
上
」
－
「
言
上
如
件
」
　
に
そ
の
地
位
を
譲
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
は
す
な
わ
ち
、
書
出
し
・
書
止
め
が
　
「
解
」
－
「
解
」
　
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
も
の
の
減
少
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
Ⅲ
裁
許

要
請
文
言
の
「
望
講
」
の
減
少
・
拗
裁
許
要
請
文
言
の
型
で
あ
る
接
続
型
I
　
（
「
～
セ
被
ル
レ
バ
、
～
セ
ン
」
と
な
る
も
の
）
　
の
減
少
・
㈲
事
書

き
の
「
請
」
字
の
減
少
と
が
、
連
動
し
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
に
は
、
川
裁
許
要
請

文
言
に
「
望
請
」
　
の
見
ら
れ
な
い
も
の
の
増
加
・
佃
文
言
の
型
と
し
て
は
接
続
型
H
　
（
「
～
セ
被
レ
ン
ガ
為
、
言
上
如
件
」
「
御
成
敗
ヲ
琴
フ
ン
ガ

為
、
言
上
如
件
」
等
と
な
る
も
の
）
　
の
増
加
・
㈲
事
書
き
の
「
欲
」
字
の
増
加
が
、
書
出
し
・
書
き
止
め
の
「
言
上
」
－
「
言
上
如
件
」
と
い
う

組
み
合
わ
せ
に
な
る
も
の
の
増
加
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
、
お
わ
り
に

本
稿
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
鎌
倉
時
代
の
申
状
に
お
け
る
裁
許
要
請
文
言
は
、
平
安
時
代
と
同
様
に
、
裁
許
要
請
だ
け
で
終
わ
る
終
止
型
と
、
裁
許
要
請
部
分
が
接

続
助
詞
「
バ
」
に
よ
っ
て
後
続
句
へ
接
続
す
る
接
続
型
I
、
「
～
為
ニ
」
と
続
く
接
続
型
H
に
分
か
れ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
割
合

は
、
全
体
と
し
て
は
接
続
型
I
が
や
は
り
多
い
が
、
平
安
時
代
と
異
な
る
の
は
、
接
続
型
I
が
減
少
し
、
接
続
型
H
が
増
加
し
て
い
る
点
で

あ
る
。



②
平
安
時
代
に
裁
許
要
請
文
言
の
書
出
し
に
多
く
見
ら
れ
た
「
望
請
」
は
、
接
続
型
I
に
偏
っ
て
見
ら
れ
、
他
の
型
に
は
「
望
請
」
が
見

ら
れ
な
い
。
「
望
請
」
の
無
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
単
に
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
（
省
略
さ
れ
て
い
る
）
場
合
と
、
「
所
詮
」
等
の
別
語
が
使
わ
れ

て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。

③
鎌
倉
時
代
の
裁
許
要
請
文
言
に
は
年
代
に
よ
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
一
二
六
一
～
一
二
七
〇
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
異

型
的
な
用
語
・
文
言
が
新
し
い
型
へ
移
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
は
、
書
出
し
・
書
止
め
の
文
言
の
組
み
合
せ
の
変
化
と
連
動
し

て
起
こ
っ
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

書
出
し
と
書
止
め
の
対
応

事

書

裁

許

要

請

文

言

裁

減
ゎ

「解
」

「去開
」例 許例

類 字「立
．・）

要
請
＋
報

「披
二裁
許

の
使
用

閑
（被
殊

」

「解
」

藩
恩ロ

ー墾 の
表

者
、

類
‾天 グ

傾
向恩 現弥

‘ヽー （奉
に

困
接
続
型
I
）

レ祈
～
／
将

あ
准

ニ

る
類

先 、型
例 仰
傍

例

一、
免
除

」

裁
許
要

例

増
加

「
（謹
）

「欲
」

例

言
上
」

字
の

「欲
（

請

（終
止

「欲
被
停
止

使
用

任
二先
例

一
型
、

」ヽ

言 被
l

接「為
傾

上
知

表停 続川レ＃
向
に
ぁ
る
類

荻
＿レ件 ヽ一 T

lI
一御

」 且
）成

敗
＼

召
＿

型

l上 一一其
身

∴

呂
上
如

Ⅰヽし
レ件

」 」

以
上
、
鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
類
型
的
表
現
と
そ
の
時
代
的
変
化
に
つ
い
て
、
裁
許
要
請
文
言
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
、

そ
の
変
化
が
書
出
し
・
書
止
め
と
い
う
申
状
の
名
称
に
関
わ
る
部
分
の
変
化
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

鎌
倉
遺
文
所
収
の
申
状
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
鎌
倉
時
代
の
大
き
な
傾
向
は
伺
え
る
で
あ
ろ
う
。

今
後
、
さ
ら
に
資
料
の
検
討
を
積
み
重
ね
、
①
事
書
き
に
お
い
て
、
な
ぜ
「
請
」
か
ら
「
欲
」
　
へ
と
移
行
し
た
の
か
と
い
う
用
字
選
択
の

・
問
題
や
、
②
文
書
の
差
出
し
人
の
階
層
、
内
容
、
文
書
の
宛
先
等
と
今
回
の
結
果
と
の
関
わ
り
、
③
当
時
の
裁
判
制
度
と
文
言
と
の
関
わ
り
、

等
々
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
国
語
学
の
立
場
か
ら
古
文
書
の
類
型
的
表
現
と

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
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二

そ
の
様
式
と
の
関
わ
り
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
当
時
の
社
会
状
況
も
ふ
ま
え
て
、
和
化
漢
文
に
お
け
る
古
文
書
の
用
字
・
用
語
・
文
章

の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注
（
1
）
　
佐
藤
進
一
『
［
新
版
］
古
文
書
学
入
門
』
　
（
一
九
九
七
年
　
法
政
大
学
出
版
局
）

（
2
）
　
佐
藤
和
彦
「
百
姓
申
状
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
「
民
衆
史
研
究
」
九
一
九
七
〇
）
、
蔵
持
重
裕
「
『
百
姓
申
状
」
の
性
格
に
つ
い
て
　
（
「
日
本
史
論

集
」
創
刊
号
一
九
八
〇
）
、
島
田
次
郎
「
百
姓
愁
訴
闘
争
の
歴
史
的
性
格
」
・
「
日
本
中
世
共
同
体
試
論
」
　
（
『
日
本
中
世
の
領
主
制
と
村
落
』
下
巻

一
九
八
六
吉
川
弘
文
巻
）
、
木
村
茂
光
「
成
立
期
『
住
人
等
解
』
　
の
性
格
に
つ
い
て
」
　
（
「
日
本
古
代
・
中
世
史
研
究
と
資
料
」
九
一
九
九
一
）
、
同

「
平
安
前
・
中
期
に
お
け
る
『
解
』
　
の
性
格
」
　
（
『
中
世
の
発
見
』
一
九
九
三
　
吉
川
弘
文
館
、
同
「
「
成
立
期
『
住
人
等
解
』
再
論
1
達
人
』
の
検

討
を
中
心
に
－
　
（
「
東
京
学
芸
大
学
紀
要
」
第
四
十
五
集
・
社
会
科
学
、
一
九
九
四
）
、
以
上
が
こ
れ
ま
で
に
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
十
七
巻
の
鎌
倉
遺
文
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
・
三
・
四
・
五
・
八
・
十
一
・
十
四
・
十
七
・
二
十
二
一
十
三
・
二
十
六
・
二
十
九
・

三
十
二
・
三
十
五
・
三
十
八
・
四
十
一
・
四
十
二
巻
で
あ
る
。

（
4
）
　
西
村
浩
子
「
平
安
時
代
の
解
文
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て
」
　
（
「
表
現
研
究
」
第
五
十
七
号
一
九
九
三
年
）

ヲ
モ
フ
マ
カ
リ
コ
モ
ラ
ム
ト

（
5
）
　
「
欲
」
字
の
読
み
に
つ
い
て
は
、
「
高
山
寺
本
古
往
来
」
　
（
5
行
目
）
　
に
「
欲
　
罷
籠
　
」
と
よ
ん
で
い
る
例
が
あ
り
、
他
に
も
「
オ
モ
フ
」
の
例

二

　

　

　

一

が
　
「
欲
」
字
十
六
例
中
十
例
存
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
オ
モ
フ
」
と
読
む
こ
と
に
す
る
。

（
6
）
　
西
村
浩
子
「
平
安
時
代
の
解
文
に
お
け
る
裁
許
要
請
文
言
の
副
詞
語
彙
と
動
詞
語
彙
」
　
（
「
松
山
東
雲
女
子
大
学
人
文
学
部
紀
要
」
第
二
巻
　
平
成

六
年
）

（
7
）
　
「
成
敗
」
　
に
つ
い
て
は
、
梁
竹
民
氏
の
論
考
が
あ
る
　
（
「
『
成
敗
』
小
考
」
、
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
六
韓
、
平
成
五
年
）
。
氏
は
、
「
成
敗
」
　
の

中
国
と
本
邦
の
意
味
鳳
法
の
違
い
と
本
邦
に
お
け
る
意
味
用
法
の
変
化
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
本
来
の
中
国
で
の

「
事
の
な
る
こ
と
と
や
ぶ
れ
る
こ
と
」
　
の
意
か
ら
本
邦
の
よ
う
な
「
事
の
処
置
・
判
断
・
処
理
」
　
へ
と
意
味
変
化
し
た
要
因
に
つ
い
て
、
言
語
内
部

の
要
因
と
言
語
外
の
要
因
を
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
外
的
要
因
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
に
意
味
変
化
が
国
定
化
し
『
御
成
敗
式
目
』
等
の
幕
府
・
武
士

の
訴
訟
等
に
関
す
る
文
書
に
意
味
変
化
し
た
本
邦
独
自
の
「
成
敗
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
新
し
い
社
会
の
現
象
を
反
映
さ
せ
る
た
め



（
8
）
に
『
醜
翫
摘
招
離
髭
調
雛
鋳
年
（
一
三
五
以
降
、
元
亨
三
年
（
≡
一
）
こ
ろ
に
二
階
堂
家
周

辺
の
人
物
の
編
に
な
る
も
の
か
。
」

本
稿
は
、
平
成
九
年
度
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
夏
期
研
究
集
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
補
筆
・
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
山
本
真
吾
氏
よ
。
有

益
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

な
登
本
稿
は
∵
九
九
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
研
究
（
A
）
「
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
上
申
文
書
に
お
け
る
類
型
的
表
現
の
研

究
」
（
課
題
番
号
0
9
7
1
0
2
9
9
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
申
状
に
見
ら
れ
る
裁
許
要
請
文
言
の
類
型
に
つ
い
て




